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Ⅰ 環境報告書の発行に際して

は じ め に

農林水産消費安全技術センター （ Food and Agr icu l tura l Mater ia ls Inspec

-t i on Cente r、 略称 「 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ 」 。 ） は 、農林水産行政と密接に連携しつつ 、農業

生産資材 （肥料 、農薬 、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材 ）や食品等を

対象と して科学的な検査 ・ 分析を行い 、農業生産資材の安全の確保 、食品等の

品質 ・表示の適正化等に技術で貢献することを使命としています 。

このため 、分析における精度管理や分析方法の妥当性確認の的確な実施 、科

学技術の進歩に対応した新たな検査 ・分析技術の開発 ・導入や検査職員の教育

訓練による技術水準の向上など 、検査 ・分析能力とその信頼性の向上に努めて

い く こ とは言うまでもあ り ませんが 、 これ らの業務を行うに当た って 、環境への配

慮と省エネルギーにも十分に留意し 、関連する諸法規及びＦ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ と して取 り決

めた事項を遵守し 、国民の皆様に一層質の高いサービスを提供してい くこ とが重

要です 。

平成 ２ ６年度は 、事業活動における環境負荷の低減のための具体的な行動と

して 、大規模災害等緊急時に備えた薬品管理体制の整備を行うと と もに 、平成

２ ３年度か ら実施している節電の取組を引き続き行いま した 。 また 、 前年度と同

様に 、省エネルギー ・省資源 、廃棄物の適正処理 、廃棄物の削減 、再使用 ・ リサイ

クル率ア ップなど 、環境汚染物質の排出削減 、グ リーン購入などに取 り組むとと

も に 、 検査施設の見学 ・ 公開等を通じて地域社会との コ ミ ュ ニケーシ ョ ン を積極

的に行い 、 Ｆ ＡＭ Ｉ Ｃの環境問題への取組に対する理解の増進に努めて参りました 。

こ の環境報告書を通じ 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ の環境への配慮に対する考え方と活動内容

をご理解いただ く と と も に 、 これ ら の取組に対しての皆様か らのご意見をお寄せ

いただければ幸いです。

平成２ ７年 ９月

独立行政法人農林水産消費安全技術センター

理事長 木村 眞人
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Ⅱ 事 業 概 要

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ の 役 割

食品をめぐる様々な問題が発生する中で 、食品の安全と消費者の信頼の確保

のためには 、農業生産に欠かせない生産資材の安全性の確保と適正な使用 、生

産か ら流通までの各段階での安全性の確保や適正な表示などが求められてい

ます 。

このため 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃでは 、専門技術的知見を活かして 、肥料 、農薬 、飼料 、ペ ッ ト

フー ド等に関する安全性の検査 、食品の表示等に関する検査等の効率的 ・効果

的な推進 、食品や農業生産資材に関する情報の提供などを行い 、国民の視点に

立った 、 よ り質の高いサービスの提供に努め 、食品の安全と消費者の信頼の確保

に技術で貢献して参ります 。
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（Ⅱ 事業概要 ）

組 織 体 制
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（Ⅱ 事業概要 ）

業 務 の 概 要

肥料の安全性の確保

肥料の品質等を保全し 、公正な取引と安全な施用を確保するため 、肥料取締

法 （昭和 ２ ５年法律第 １ ２ ７ 号 ） に基づき 、 その規格の公定 、登録 、検査等が行わ

れています 。 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ で は農林水産大臣の指示によ り 、 肥料取締法に係る以下

の業務を実施しています 。

肥料の登録調査

肥料の生産業者等から提出された登録申請書の記

載事項の調査や見本肥料の分析 ・鑑定や栽培試験な

どを行い 、公定規格への適合性をチェッ クします 。

肥料の立入検査

生産事業場に立ち入 り 、帳簿書類等の検査 、サ ンプ

ルの収去等を実施し 、 有害物質などが基準の範囲内

か 、保証された成分は確保されているかについて分析

・ 鑑定等を行います 。違反があれば 、技術的助言等を

行います 。

肥料公定規格の設定等

公定規格の設定や改正の た め 、 肥料 の安全性や効

果の確認のための調査を行います 。

肥料及び肥料原材料中の金属

元素の分析

立入検査における肥料の収去

トウモロコシを用いた肥効試験
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（Ⅱ 事業概要 ）

農薬の安全性の確保

農薬は 、品質や安全性が確保され適切に使用されないと 、環境や人に悪影響

を及ぼすおそれがあるため 、農薬取締法 （昭和２ ３年法律第８ ２号 ）に基づ く登録

制度によ り品質の適正化と安全で適正な使用の確保が図られています 。 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ

Ｃは農薬の登録検査を行う我が国唯一の機関です 。

農薬の登録検査

農薬の登録に際し 、申請者から提出された見本品や資料について 、使用時の

安全性や薬効について検査するほか 、農作物等への残留による人への安全性 、

環境への影響について厚生労働省や環境省が定める基準に抵触 しないか 、 厳

正な検査を行います 。 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ の検査結果に基づき 、農林水産大臣によ っ て農

薬が登録されます 。

農薬ＧＬ Ｐ制度に基づ く査察

農薬の登録の際に提出される試験成績のう ち 、 毒性 、水産動植物への影響 、

農作物等への残留性等に関わる部分は 、信頼性の確保を一層確実にするため 、

Ｇ Ｌ Ｐ基準に適合した試験施設で実施しなければならない仕組み （農薬Ｇ Ｌ Ｐ制

度 ） が設け られてお り ます 。 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ は この制度に基づき 、試験施設の査察を行

います 。

農薬の立入検査

無登録農薬や品質不良農薬を流通させないため 、農薬の製造者等に立ち入

り 、表示や製造に関する帳簿等の検査 、集取した農薬の品質や表示等の検査を

行います 。

農産物中の残留農薬の分析調査

農林水産省が推進する農薬の適正使用に係る施策の基礎資料とするため 、

全国から収集した農産物中の農薬の残留状況について分析調査を行います 。

登録申請の受付 申請書類と添付の試験成績書
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（Ⅱ 事業概要 ）

飼料等の安全性の確保

飼料及び飼料添加物の使用が原因とな っ て健康を損な うおそれのある有害

畜産物が生産されること等を防止するため 、飼料の安全性の確保及び品質の改

善に関する法律 （昭和 ２ ８ 年法律第 ３ ５号 ） に よ り安全性と品質の確保が図られ

ています 。 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃでは農林水産大臣の指示によ り飼料及び飼料添加物の安全

性と品質を確保するための様々な業務を実施しています 。

飼料等の立入検査

飼料や飼料添加物の製造事業場に立 ち入 り 、 帳簿書類

等の検査 、 サ ン プルの収去等を実施し 、有害物質などが基

準規格の範囲内かどうか等について分析 ・鑑定を行います 。

違反があれば、技術的助言等を行います 。

飼料添加物の検定

抗生物質製剤などの特定添加物を製造または輸入する

業者がそれ ら を販売する場合は 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ に よ る検定を受

けるこ とが義務づけられてお り 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ では 、製造業者等

からの申請に基づき 、試験品の採取 、試験等や 、 Ｇ Ｍ Ｐ適合

性確認に係る調査を行います 。

Ｂ Ｓ Ｅの発生防止に関する業務

Ｂ Ｓ Ｅの発生防止のため 、チキン ミール 、魚粉等の製造事業場が製造基準に適

合しているかど うかや 、顕微鏡鑑定 、 Ｐ Ｃ Ｒ検査 、 Ｅ Ｌ Ｉ Ｓ Ａ検査などの分析 ・鑑定

による確認検査を行います 。

ペッ ト フー ドの立入検査

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 （平成２ ０年法律第８ ３号 ）に

基づき 、ペ ッ ト フー ドの製造事業場や輸入業者等に立ち入 り 、帳簿や表示の検査

を行うとともに 、集取したペッ ト フー ドや原料について 、有害物質等が基準規格の

範囲内かどうか等の試験を行います 。

バルク車上での飼料の収

去

ＬＣ／ＭＳによるカビ毒

の分析

顕微鏡鑑定 ＰＣＲ法 ＥＬＩＳＡ法
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（Ⅱ 事業概要 ）

食品等の品質と表示の適正化

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 （昭和 ２ ５ 年法律第

１ ７ ５号 ）には 、 『 Ｊ Ａ Ｓ規格制度 』と 『品質表示基準制度』の ２つの制度が定められ

ています 。

『 Ｊ Ａ Ｓ規格制度 』では 、農林水産大臣が制定した Ｊ Ａ Ｓ規格に適合した食品や

木質建材等にＪ Ａ Ｓマークを付けることができます 。 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ は 、農林水産省と連

携して制度に係る様々な業務を実施しています 。

『 品質表示基準制度 』では 、販売されるすべての食品に 、品質表示基準に従っ

た表示を行う こ とが義務づけ られてお り 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ では科学的な検査によ り 、 農

林水産省と連携して食品の表示を厳し く監視しています 。

登録認定機関に対する調査等

農林水産大臣の指示に基づ く登録認定機関の登録及

びその更新の申請に係る調査を行 う と と も に 、 登録認定

機関が適正にＪ Ａ Ｓ認定業務を行っているか 、書類審査と

立会調査、 Ｊ Ａ Ｓ格付品の分析検査等により監査します 。

Ｊ Ａ Ｓ規格の見直しに係る調査等

Ｊ Ａ Ｓ規格は 、社会的なニーズに対応するため ５年以内

に見直しを行うこと とな っています 。 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃでは 「日本農

林規格の制定等に関する計画 」に基づき 、農林水産大臣

の指示を受け 、 Ｊ Ａ Ｓ 規格見直 し等に係 る規格調査や原

案作成機関の事務局を行います 。

食品表示の監視

市販されている食品について 、原産地 、品種 、加工食品

の原材料等が正しく表示されているか否かを、ＤＮＡ分析、

元素分析や安定同位体比分析などの科学的検査により確

認します。

不適正な表示や偽装表示の疑いがあれば、農林水産省

に報告し、農林水産大臣の指示に基づき製造工場等へ立

入検査等を行います。

外国における有機ほ場での立

会調査

木質建材の品質実態調査

安定同位体比測定装置
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（Ⅱ 事業概要 ）

その他の業務

リ スク管理のための分析調査

食品中の有害化学物質や有害微生物について 、人の健康に悪影響を及ぼす

可能性とその程度 （ リ ス ク ） を事前に把握して 、問題発生を未然に防止した り悪

影響の起こ る可能性を低減するための政策 ・ 措置を検討し 、必要に応じて実施

することが 「 リスク管理 」です 。

科 学的 な実態調査で有害化学物質が含まれる量 を精確 に把握す る ため に

は 、適切なマネジメン トの下で 、妥当性が確認された分析法を用いて分析試験を

行わなければなりません 。

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ では 、農林水産省が優先的に リス ク管理を行う有害化学物質につい

て 、国際的に妥当性が確認されている分析法を調査し 、忠実に再現して 、農林

水産省が実態調査を予定する食品群に適用できるかど うか検証を行 っていま

す 。

国際関係

・ 国際標準化機構 （ Ｉ Ｓ Ｏ ） の 、食品や飼料 、林産物等の専門

委員会の国内審議団体とな り 、国内意見の取りま とめを行っ

ています 。

・飼料の安全及び分析分野における世界で初の国際獣疫事

務局（ Ｏ Ｉ Ｅ ） コ ラボ レーテ ィング ・ セ ンターとして飼料の安全性

に関する情報の収集 ・発信 、技術協力等を行っています 。

・ 農薬の登録制度に関する国際調和や国際的な残留基準

の設定などのために 、 経済協力開発機構 （ Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ ） 等 の国

際会議における議論に農林水産省とともに参加しています 。

情報提供

業務を通じて蓄積した科学的知見をもとに 、食品の表示や

農業生産資材に関する情報を 、講習会 、 ホームページ 、広報

誌 、メールマガジン等様々なツールによ り提供しています 。

調査研究

新しい検査 ・ 分析法や効率的 、効果的な分析法などの開発に取 り組んでいま

す 。 各分野の技術や知見を結集する と と もに 、 国の研究機関や大学等と連携し

て研究を進めるこ と もあ り ます 。開発した技術はマニ ュアル化等 して業務に活用

ＩＳＯ／ＴＣ３４／ＳＣ１６

国際会議

事業者を対象とした講習会
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しています 。

分析試験結果の信頼性確保

検査等業務の実施に当た っては 、 ISO/ IEC 17025又は優良試験所規範の考え

方等によ り 、 作業手順書等の基準文書に基づ く業務管理及び技術管理を推進

し 、必要な記録の励行と確認 、外部技能試験への参加等 、個別の分析業務の目

的に応じた精度管理を行うことによ り品質保証体制を構築しています 。
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Ⅲ 環境配慮経営の概要

環境配慮の取組に関する目標 ・計画

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃでは、専門技術的知見を活かして、肥料、農薬、飼料、ペットフード等に関

する安全性の検査、食品の表示等に関する検査等を主な業務として実施しています

が、これら業務の実施に当たっては、業務により生ずる環境負荷を低減させていくこ

とが重要です。

このため、毎年度、省エネルギー・省資源、リサイクル率アップ、グリーン購入など取

組みの具体的な目標となる環境計画を策定し、環境負荷の低減に向けた活動を推

進するとともに、電気、ガソリン、灯油、Ａ重油、都市ガスの使用実績、用紙類の使用

量、廃棄物の処理について確認し計画の達成状況の把握や課題の検証に役立てて

います。

平成２ ６年度環境計画

農林水産消費安全技術センター

（略称 ： Ｆ ＡＭ Ｉ Ｃ ）

１ ． 環境報告書の報告対象となる範囲

・対象期間

平成２ ６年度 （平成２ ６年４月～平成２ ７年３月 ）

・対象組織 ・分野

本部、横浜事務所及び全地域センターのすべての業務を対象とする。

２ ．事業活動に係る環境配慮の計画

ＦＡＭ Ｉ Ｃでは環境に配慮して平成２ ６年度には次のような事柄に取り組んで

いきます 。 業務の遂行にあた っては 、 さ ら な る効率化を図 り少 しで も環境負荷

を小さ く し てい き ます 。 ま た 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ に おいては事務所毎に夏季の節電対策

を策定し 、節電について強力に推進していきます 。
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項 目 平成２ ６年度目標 取組 ・具体的な行動 関係法規等

省 エ ネ ル ギ ◯ 電 気 使 用 量 の 抑 ◯省 エ ネ ル ギー型 Ｏ Ａ機器 １ ．国際協定

ー ・省資源 制 等の導入 ○ 「気候変動枠組条約 」

・ パ ソ コ ン 、 コ ピ ー 機 等 の ２ ．法律

Ｏ Ａ 機 器 、 電 気 冷 蔵 庫 、 ○ 「 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進

エ ア コ ン 等 の 家 電 製 品 、 に 関 す る 法 律 」 (平 成 1 0年

蛍 光 灯 等 の 照 明 器 具 等 法律第 117号 )

の 機 器 に つ い て 、 買 換 え ３ ．政府方針

及 び 新 規購 入 に 当 た り 、 ○ 「 当 面 の 地 球 温 暖 化 対 策

エ ネ ル ギ ー 消 費 の よ り 少 に 関す る方 針 」 (平 成 25年

ないものを導入。 3月 1 5日 地 球 温 暖 化 対 策

推進本部決定 )

○節電の徹底

・ 事 務 機 器 ・ 分 析 機 器 等

の ス イ ッ チ の 適 正管理 に

よ る 待 機電力の 削減 、 省

エ ネ モ ー ド の 設 定 な ど 適

切に使用。

・ 庁 舎 内 に お け る 冷 暖房

温 度 の 適 正 管 理 を 徹 底

し 、 ク ー ル ビ ズ 、 ウ ォ ー ム

ビズを励行 。 なお 、 クール

ビ ズ は ５ 月 １ 日 か ら １ ０ 月

３ １日までの間とする 。

・ 冷 房中のブ ラ イ ン ド の使

用の励行 。 冷暖房中の窓

及び出入口の開放禁止 。

・ 昼休みは 、原則消灯 。夜

間におけ る照明 も業務上

必 要 最 小 限 の 範 囲 で 点

灯し 、それ以外は消灯。

○その他

・ ポ ス ターやグループ ウエ

アの掲示板機能等の活用

に よ る 節 電 の 意識啓発 。

・節電対策について 、その

対 策 が 不 十 分 な 時 は 必

要な措置を講ずる 。

◯ 環 境 基 準 適 合 車 ○公用車更新の際は 、 環境

への更新の推進 基準適合車へ更新。
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廃 棄 物 の 適 ◯廃棄物 、 廃液 の適 ◯ 資 源 ゴ ミ の 分 別 、 実 験 室 １ ．法律

正処理 正処理 廃液の適正処理 ○廃棄物の処理及び清掃に

・ 不 用 と な っ た 書類 は 、 ク 関する法律 (昭和 45年法律

リ ッ プ 、 バ イ ン ダー等の金 第 137号 )

具 を外 して分別回収を行

う 。

・ 実 験室での廃有機溶

媒 、 廃酸 、 廃 アル カ リ 等 の

分別処理を行う 。

廃 棄 物 の 削 ○廃棄物の削減 ◯廃棄物の削減 １ ．法律

減 、 再 使 用 ・ ・ 物 品及び薬品の在庫管 ○ 「環境基本法 」 (平成 5年法

リ サ イ ク ル 率 理 を 徹底 し 、 期 限 切れ廃 律第 91号 )

ア ップ等 棄等の防止に努める 。 ○ 「 循 環 型 社 会 形 成 推 進 基

本 法 」 ( 平 成 1 2 年 法 律 第

◯試薬類の適正な管理 110号 )

・ 残 余 の 発 生 量 を 少 な く

し 無 駄 な 廃 棄 等 の 防 止 ○ 「 資 源 の 有 効 な 利 用 の 促

に努める 。 進に関する法律 」 (平成 3年

法律第 48号 )

○ 用紙類の削減 ◯用紙類の使用量の削減 ２ ． 政府方針

（ 使 用 量 は 、 平 成 ・両面印刷 ・ 両面コ ピーの ○ 「 当 面 の 地 球 温 暖 化 対 策

２ ３ 年 度 実 績 を 目 促進。 に 関 す る方 針 」 (平 成 25年

標とする 。 ） ・ 使 用 済み用紙の裏紙使 3月 1 5日 地 球 温 暖 化 対 策

用の促進。 推進本部決定 )

・ 各 種配付資料等に つ い

て 電 子 メ ー ル の 活 用 及

び グル ー プ ウ エ ア の 掲 示

板機能等の活用に よ り ペ

ーパーレス化を促進。

◯再使用 ・ リ サ イ クル ◯再使用の促進

率アップ ・ リ サ イ クル可能製品の使

用の促進 、 使 い捨て製品

の購入の抑制を図る 。

・ コ ピ ー 機 、 プ リ ン タ ー な

ど の ト ナ ー カ ー ト リ ッ ジ の

回収と再使用を進める 。

環 境 汚 染 物 ◯ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 指 定 物 質 ◯ ド ラ フ ト チ ャ ン バ ー の 整備 １ ．法律

質 の 排 出 削 の排出削減 な ど 環 境 中 へ の 排 出 を ○ 「 特 定 化 学 物 質 の 環 境 へ

減 削減 の排出量の把握等及び管

・ ド ラ フ ト チ ャ ンバー及びス 理 の 改善 の 促 進 に 関 す る

ク ラ バ ー の 定 期 的 点 検 ・ 法 律 」 (平 成 1 1年 法律第 86

整備 号 )
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◯ 環 境 汚 染 物 質 等 ◯ 環 境 汚 染 物 質 等 の 排 出

の 排 出 削 減 を 促 削減を促進するための新

進す る た めの新 た た な 分 析 法 の 積 極 的 な

な取組の実施 開発及び改良の促進

グ リ ー ン 購 ○ 事 務 用 消 耗 品 類 ○事務用消耗品類のグ リー １ ．法律

入 の グ リ ー ン 商 品 の ン商品の購入 ○ 「 国 等 に よ る 環 境 物 品 等

購入率（ １ ０ ０ %） の 調 達 の 推 進 等 に 関 す る

法 律 」 （ 平 成 1 2 年 法 律 第

100号 ）

環 境 に つ い ○環境についての啓 ○ 環 境 保 全 に 関 す る 職 員

て の 知 識 向 発活動等の実施 への啓発

上 、 啓 発 活

動 ○ 環 境 情 報 の 共 有 ○ネ ッ ト ワ ー ク を 利用 した各

化 種環境情報の共有化

社会 と の コ ミ ○社会 ・地域 との コ ミ ○ 平成 ２ ６ 年度版環境報告 １ ．法律

ュ ニ ケー シ ョ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 書の発行及びホームペー ○ 「 環 境 情 報 の 提 供 の 促 進

ン 促進 ジへの掲載 等 に よ る 特 定 事 業 者 等 の

環 境 に 配 慮 し た 事 業 活動

○ 施 設 見 学 者 等 へ の 環 境 の促進に関す る法律 」 （ 平

配慮の取組状況の説明 成 16年法律第77号 ）

○ホームページの活用
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環境負荷 ・環境配慮に関連した指標の推移

平成 ２ ６年度は 、対前年度比においてガソ リ ンを除き電気 ・都市ガスの使用量

の減少となった他 、施設暖房用の灯油使用が無 くな りま した 。一方 、設備 ・機器関

係による軽油の使用が新たに発生しました （ Ａ重油は平成 ２ ３年度よ り使用実績

が無いため記載から除外 ） 。電気 ・都市ガスは排出係数見直し 、合同庁舎入居地

域セン ターの経費配分変動の影響を含みますが 、 削減の取組に一定の効果が

ありました 。

○温室効果ガス(エネルギー由来二酸化炭素）算定排出量

排出量 対前年度比 使用量 対前年度比 排出量 対前年度比 使用量 対前年度比

電気（kWh） 1,603,353 82.4% 3,731,750 84.5% 1,649,019 102.0% 3,790,632 101.6%

ガソリン（Ｌ） 8,300 45.9% 3,577 50.5% 8,124 97.9% 3,502 97.9%

灯油（Ｌ） 822 39.4% 332 39.6% 765 93.1% 307 92.5%

軽油（Ｌ） - - - - - - - -

都市ガス（ Ｎｍ
３
   ） 390,140 77.1% 174,948 77.1% 407,396 104.4% 182,687 104.4%

全体（ ｋｇ－ＣＯ２  ） 2,002,615 80.9% - - 2,065,304 103.1% - -

排出量 対前年度比 使用量 対前年度比 排出量 対前年度比 使用量 対前年度比

電気（kWh） 1,853,066 112.4% 3,791,868 100.0% 1,646,520 88.9% 3,606,221 95.1%

ガソリン（Ｌ） 6,982 85.9% 3,009 85.9% 7,646 109.5% 3,296 109.5%

灯油（Ｌ） 1,282 167.6% 515 167.8% 0 0.0% 0 0.0%

軽油（Ｌ） - - - - 503 - 195 -

都市ガス（ Ｎｍ３   ） 406,603 99.8% 182,334 99.8% 357,929 88.0% 160,506 88.0%

全体（ ｋｇ－ＣＯ２  ） 2,267,933 109.8% - - 2,012,598 88.7% - -

平成２３年度 平成２４年度

平成２５年度 平成２６年度

0
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1,000,000

1,500,000
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（ ｋｇ－ＣＯ２ ）
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○ グリーン調達の取り組み

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ では 、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 （平成 １ ２

年法律第 １ ０ ０ 号 。 グ リ ー ン購入法 。 ） 及び環境物品等の調達の推進に関する基

本方針 （平成２ ６年 ２月 ４日変更閣議決定 ）に基づき 、平成２ ６年度における環境

物品等の調達の推進を図るための方針を作成 ・公表しています 。

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ は 、環境への負荷の少ない物品の購入を積極的に進めてお り 、 「特定

調達物品 」に関しては 、平成 ２ ６年度の調達目標を １ ０ ０ ％と設定し 、全て目標値

を達成しました 。

なお 、 「 特定調達物品 」以外の物品も 、環境に負荷の少ないものを調達するよ

うに努めています 。

主な物品のグリーン購入の状況 （平成 ２ ６年度 ）

※ 「特定調達物品等」とは 、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第６条に定める

「国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の基準を満たす物品等 」のこ

とです 。
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重要課題への対応総括

【 課題 】職場における労働安全衛生の水準の向上

背 景 平成２ ６年度 平成２ ６年度 評価 ・今後の対応

の取組 の実績

・ Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ は 、 平 成 ・ 労 働 安 全 衛 生 マ ・ 理 事長が 、 平成 ２ ７ ・ 理事長が 、労働安全

１ ３ 年 ４ 月 に 国 の 機 ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 年 ２ 月 ２ ４ 日 に Ｆ Ａ Ｍ 衛 生 方 針 を 表 明 し た

関 か ら 独 立 行 政 法 の 導 入 を 行 い 、 理 Ｉ Ｃ 安 全 衛 生 方 針 を こ と に よ り 、 労 働 災 害

人 に移行 し 、 労 働 安 事長が 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ に 表明しました 。 の 防止や健康確保対

全 衛 生 法 等 の 適 用 お け る 安 全 衛 生水 ・ 本 部 、 横 浜 事 務 所 策 の 推 進 に あ た っ て

を受ける事業場 とな 準 の 向 上 を 図 る た 及び全地域センター の 考 え が 明 ら か に な

っ て か ら 平 成 ２ ６ 年 め の 安全 衛生 に関 に お い て 、 安 全 衛生 りました 。

度 で １ ４ 年 目 を 迎 え す る 基 本 的 な 考 え 方針に基づき 、 安全 ・ 今 後 は 安 全 衛 生 目

る こ と か ら 、 労 働 安 方 を示 す安全衛生 衛 生 目 標 及 び 平 成 標 を 策 定 し 、 安 全 衛

全 衛 生 面 の 課 題 を 方針を表明する 。 ２ ７ 年 度 の 安全衛生 生 に 関 す る 計 画 の 作

検 証 す る た め 、 労 働 計 画 に つ い て 安 全 成 、 実 施 、 評 価 及 び

安全衛生 コ ン サ ル タ 衛 生 委 員 会 等 で 審 改 善 を 行 い 、 安 全 衛

ン ト に よ る 労 働 安 全 議を行いました 。 生 の 水準 の向 上 を 図

衛生診断を本部 、横 ることとしています 。

浜 事 務 所 及 び 全 地

域 セ ン タ ー で 平 成 ２

６ 年 ９ 月～ １ １ 月 に 実

施しました 。

そ の 結 果 、 本 部 で

は 、 組 織 と し て 対 応

が求め ら れ る事項 と

し て ① 労 働 安 全 衛

生 に 対 す る ト ッ プ か

ら の 方 針 表 明 等 の

発 信 及 び 管 理 者 の

意 識 改 革 、 ② 労 働

安全衛生 マ ネ ジ メ ン

ト シ ス テ ム の 活 用 、

等 の指摘を受けま し

た 。
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環境負荷の全体像

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ は 、 肥料 、農薬 、飼料 、食品などの検査 ・分析を主要な業務と してい

ますが 、 その実施に当た っては多 く の エネルギーや資源を消費し 、 環境に負荷

を与える物質を排出しています 。

関連する諸法規等の遵守に努めると ともに 、環境への配慮と省エネルギーに
常に留意し 、消費者の信頼の確保に努めてい くことが重要です 。

3

エネルギー

電 力：３，６０６，２２１ｋＷｈ
ガ ソ リン：３，２９６ Ｌ

灯 油：０Ｌ(実績無し)

都市ガス：１６０，５０６Ｎｍ３

大気排出量

温室効果ガス排出量：
２，０１２，５９８ ｋｇ－ＣＯ２

電 力： １，６４６，５２０
ガ ソリ ン： ７，６４６

灯 油： ０

都市ガス： ３５７，９２９

物 質

検査・分析機器
検査・分析資材

ＰＲＴＲ対象物質 ２，６２４ｋｇ
事務・日用品

紙類（ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰを除く。）
１８，０３９ｋｇ

廃 棄 物

廃棄物排出量
一般廃棄物

産業廃棄物
うち廃液 １５，３５６Ｌ

検査・分析

業 務 実 績
１．肥飼料関係業務

肥料の検査等業務（登録申請調査件数：８９９件等）
土壌改良資材の検査業務（立入検査事業場数：３１件等）

飼料等の検査等業務（飼料等立入検査：５０５件等）
２．農薬の検査等業務（登録検査結果報告件数：１，１９８件等）

３．ＪＡＳ関係業務
食品表示の監視業務（市販品検査件数：６，０９１件等）

登録認定機関等に対する調査業務（登録等調査件数：３７１件等）
ＪＡＳ規格の見直しに係る業務、立入検査等（立入検査件数：２１件等）

４．リスク管理のための有害物質の分析検査（農産物中のかび毒検査点数：９０４点等）

５．情報提供業務（相談件数：１０，０７８件等）

軽 油： ５０３

軽 油：１９５Ｌ

ｋｇ－ＣＯ２

ｋｇ－ＣＯ２

ｋｇ－ＣＯ２

ｋｇ－ＣＯ２

ｋｇ－ＣＯ２
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Ⅳ 環境マネジメン ト等の環境配慮経営に関する状況

環境マネジメン トの推進体制

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ では 、環境配慮経営の推進体制と して環境委員会を設置し 、本部 、

横浜事務所及び全地域センターで組織的に環境に配慮した業務の実施に取り

組んでいます 。

環境配慮の取組の体制

理 事 長

理 事

環境委員会

各 部 の 企 画 立 案 に 参 画 し 、 結 果 の

検証と目標 ・方針の策定を行う

本部

企 画 調 整 部 廃棄物の削減、施設見学 、化学物質の安全管理

総 務 部 省エネルギー ・省資源 、廃棄物の削減 、再使用 ・ リ サ イクル率ア ップ 、

グ リーン購入の促進 、職員への啓発活動

消 費 安 全 情 報 部 環境情報の共有化、外部とのコ ミュニケーシ ョン

有 害物 質 等分析調査統括 チ ー 電気使用量の抑制、廃棄物の削減 、環境

ム 、 規 格 検 査 部 、 表 示 監 視 部 、 汚染物質の削減 （環境に配慮した分析 ）

肥 飼 料 安 全 検 査 部 、 農 薬 検 査

部

地域センター ・横浜事務所
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（ Ⅳ 環境マネジメン ト等の環境配慮経営に関する状況 ）

ま た 、 法令遵守の徹底 、 社会経済的要請への対応の観点か ら 、 以下のよ う な

委員会を設置し 、環境に配慮した業務運営にも資するよう活動を行っています 。

【安全衛生委員会】

安全衛生委員会では 、職員の危険及び健康障害を防止するための対策等に

ついて調査 ・ 審議を行 ってお り 、 その一環と して薬品類の使用 、管理状況等につ

いて も調査を行い 、検出された問題点について改善の指示 、結果の確認を行 っ

ています 。

【無駄削減プロジェク トチーム 】

無駄削減プロ ジ ェ ク ト チームでは 、 支出の無駄を削減する観点から 、 毎年度 、

取組目標を定め 、その達成に向けた啓発活動等を行っています 。

平成２ ６年度は次のような目標を設定し活動を行いました 。

平成２ ６年度独立行政法人農林水産消費安全技術センターの

無駄削減取組目標

独立行政法人農林水産消費安全技術センター （以下 「 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ 」 とい う 。 ） に

おける支出の無駄を削減するための自立的な取組を促進するため設置した 「 Ｆ

Ａ Ｍ Ｉ Ｃ 無駄削減プロジ ェ ク ト チーム 」 は 、平成 ２ ６年度においては Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ の無

駄削減の取組目標を以下のとおり定める 。

１ 支出の無駄を削減するための取組

（ １ ）透明かつ競争性のある契約手続きを実施する 。

（ ２ ） 分析機器の新規購入及び更新について 、組織的な方針を定め 、新規購

入及び更新の必要性を厳し く精査する 。 また 、瑕疵担保期間 （ メーカー保

証 ）終了後の保守契約の実施にあた っては可能な限 り 、 既存分析機器と

一括して契約を行う 。

（ ３ ） 業者による点検 、校正及び年間保守の対象となる分析機器の選定にあ

っては 、その必要性を精査することにより 、台数の削減を図る 。

（ ４ ） 同種の役務 ・物品等の調達に当た り 、可能なものについては複数センタ

ー分を一括契約する 。 ま た 、 報告書等の印刷物の部数 、使用等の見直し

を図る 。

（ ５ ） 複写機及びプ リン ターの使用に当たっては 、両面印刷 ・使用済みコピー

用紙の再利用の徹底を図り 、用紙類の節約を行う 。

（ ６ ）出張におけるパック商品 ・割引制度の利用推進を図る 。

（ ７ ）複写機のリースにおいては 、複数センター分を取りまとめて行う 。
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（Ⅳ 環境マネジメン ト等の環境配慮経営に関する状況 ）

２ 予算の計画的執行

計画的な予算執行を図るため 、予算の執行状況を定期的に点検し 、その

結果を実行配分に反映させる 。

３ 職員の意識改革を促進するための取組

（ １ ） 複写機 、プ リ ン ター使用時における両面印刷及び使用済み用紙の再利

用

（ ２ ）不要なカラーコピーの禁止

（ ３ ）出張時におけるパック商品 、割引切符の活用

（ ４ ）個人へ貸与しているＰＣにおける省エネモードへの切り替え

（ ５ ）使用時以外における庁舎内の消灯

職員に対する教育 ・職場環境づ く り

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ では 、 グループウエ ア内に 「環境情報データベース 」 を作成し 、 「 環境

教育 ・ 学習 」 、 「 地球環境 」 、 「 大気 」 、 「 廃棄物 」 、 「 化学物質 」 などについての基

礎的知識の解説を掲載するとともに 、 「検査分析基礎研修 」の中で 、分析試験業

務に関する基本ルール 、毒劇物及び危険物の管理に関する知識の向上やスクラ

バー施設の点検方法 、廃液 ・ 廃棄物の処理ルールなどを学習し 、環境に関する

知識と更なる意識の向上に努めています 。
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ステークホルダーへの対応

○ ＦＡＭ Ｉ Ｃホームページ

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ の ホー ムページでは 、 食の安全

と消費者の信頼を確保するため 、肥料 、農

薬 、飼料 、ペ ッ ト フー ドなどに関する安全性

の検査や食品の表示などに関する検査の

情報 、 食品や農業生産資材に関する情報

など 、生産者 、事業者などの関心の高い情

報を科学的観点から分か りやす く掲載して

います 。

また 、環境報告書についてもホームペー

ジ上で公表しています 。

FAMICホームページア ド レスは 、

http ://www.famic.go. jp/です。

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ ホ ー ム ペ ー ジ

（ ト ッ プ ペ ー ジ ）

○ 広報誌「新 ・大きな目小さな目 」

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ で は 農 業生産資材の安全性に関す る

情報や 、 食品の品質 ・ 表示などに関する情報を分

か りやす く解説 しながら 、 各種の情報提供を行うた

め広報誌を発行 し てい ます 。 こ の広報誌は年 ４ 回

作成し 、地方公共団体 、その他関連団体等に配布

しています 。

広 報 誌 「 新 ・ 大 き な 目 小 さ な 目 」

http://www.famic.go.jp/
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環境に関する社会貢献活動等

○ 施設見学会の開催

ＦＡＭＩＣでは希望に応じ施設見学会を実施し（平成
２ ６ 年度実績 ： ＦＡＭＩＣ全体で ３ ９ 回 （前年度４１ 回）、

延べ ５ ０ ４人 （前年度５５５人） ）、ＦＡＭＩＣの事業内容の

説明などを行うとともに、ＦＡＭＩＣにおける環境配慮

への取組状況の紹介にも努めています 。

施 設 見 学 の 様 子 （ 本 部 ）

○ 子ども霞が関見学デーへの参加

夏休み期間中に子 ど も た ち を 対象 に各省庁に

お い て開催 されて い る 「 子 ど も 霞 が関見学デー 」

に参加 し 、 検査 ・ 分析を体験 して も ら う こ と に よ り 、

子どもたちの科学に対する理解の増進に努めてい

ます 。

体 験 の 様 子 （ 農 林 水 産 本 省 ）

○ 農薬検査部一般公開

農薬検査部 （東京都小平市 ）では 、農薬検査部

の業務や農薬の役割や人及び環境への安全性を

確保する仕組みなどにつ いて 、 広 く 一般の方々に

見ていただ く こ と に よ り 、 農薬への理解を深めてい

ただ く こ と を 目的 と し て 、 平成 ２６ 年 ７ 月 ２７日に 「 農

薬検査部一般公開」を行いました 。

一 般 公 開 の 様 子 （ 農 薬 検 査 部 ）
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Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等

省エネルギー 、省資源対策

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ においては 、限りある資源を有効に活用し 、地球環境を守ってい く観点

から 、地球温暖化防止のため 、省エネルギー ・省資源に取り組んでいます 。

具体的には 、冷暖房温度の調整 、昼休み時間の室内照明の消灯、機器の購入

あるいは更新時の省エネタ イプの採用 、省エネタ ップの導入などによ り光熱量の

節約を図る と と も に 、 ペーパー レス化の推進 、使用済み用紙の再利用による資

源の有効活用の促進などに取り組みました 。

これ らに加えて平成 ２ ６年度は政府の節電の取組などに基づ く夏季及び冬季

の電力需給対策の一環としてＦ ＡＭ Ｉ Ｃにおいても節電計画を策定し 、節電につい

て強力に推進しました 。

昼 休 み の 室 内 消 灯 （ 本 部 ） 省 エ ネ タ ッ プ

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ本部における夏季の節電対策について

平成２ ６年 ６月 ２ ３日

「 20 14年度夏季の電力需給対策について 」 （ 電力需給に関する検討会合決定 ） に基

づき 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ 本部において も夏季期間 （ ７ ～ ９月 ） について 、以下の とお り節電対策を

策定し 、実施するものとする 。

１ ．実験棟での対応

対 象 節 電 方 法

分析機器 １ 分析値の安定性のため常時通電していた分析機器につ

いて 、原則と して機器使用時のみ通電する 。 （ 質量分析計

等 、 分 析 機 器 の精 度 確保 の た め 通 電 が必 要 な も の を 除

く 。 ）
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２ 分析機器の使用に当た っては 、 オー ト サ ンプ ラーの利用

等によ り 、 極力電力消費ピーク時 （ １ １ 時～ １ ５ 時を想定 ） を

外すよう努める 。

冷 蔵 庫 、 冷 凍 庫 及 １ 冷蔵庫及び冷凍庫につい ては 、 利用機器の集約化 、 保

び冷蔵冷凍施設 存点数の削減等によ り使用台数を前年度以下とする 。

２ 製造年が ２ ０ ０ ０ 年以前の冷蔵庫及び冷凍庫については

併せて廃棄処分を検討する 。

個別施設の空調 １ 正確な計量のため定温が必要な施設については 、 原則

として設定温度を平成２ ２年度よ り １℃上昇させる 。

２ その他の場合にあっては 、設定温度を２ ８℃とする 。

３ １ 及び ２の場合であっても 、計画的な施設の利用に努め 、

空調については施設使用時となるように努める 。

２ ．事務棟での対応

① 照明に係る節電

・ 執務室の照明については 、業務に必要な照度を確保する 。

・ 昼休みは 、原則消灯 。

② ＯＡ機器 、その他機器の節電

・ コピー機の節電機能の活用 。

・ 業務上必要な場合を除き 、昼休みにおけるコピー機及びプ リンターの電源オ

フの徹底 。

・ プ リ ン ターは各部所有の １／ ２ の使用 （専用プ リ ンターは対象外 ： 給与 、会計

システム等 ） 。

・ 事務室冷蔵庫は 、庫内温度は弱に設定 。

・ 電気ポッ ト ・ コーヒーメーカー等の使用禁止 。

・ パ ソ コ ンの節電モー ド 、照明の減光 、退庁時及び長時間 （概ね ２時間程度以

上 ）使用しない場合の電源オフの徹底 。

③ 節電のため 、時間外労働の縮減

○ コピー用紙の使用

コ ピー用紙の削減に当た っては 、目標使用量を 、 平成 ２ ３年度実績と し て 、両

面印刷や両面 コピーの徹底 、 使用済みコ ピー用紙の裏紙使用及び夏季の節電

対策などの実施に伴うコピー機 、プ リ ンターの使用制限によるコピー用紙の節約

に取り組みま したが 、平成 ２ ６年度における コピー用紙の使用量は １ ， ６ ５ ７箱とな

り 、目標としていた平成２ ３年度実績比で約８ ． ６％増となりました 。

増加した要因と しては 、目標とした平成 ２ ３年度は 、東日本大震災の発生に伴

い電力の需要抑制を求められ 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ において も コ ピー機及びプ リ ン ター等の

使用抑制を実施した結果 、 コ ピー用紙の使用量は大幅に減少しま したが 、平成

２ ４年度以降は、これらの電力の需要抑制が緩和されたことや 、業務が震災以前
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の水準にまで回復したこともあり 、目標を大幅に上回る結果となったと考えられま

す 。なお 、平成２ ５年度比では同水準の使用量となっています 。 （表 １ ）

次年度 （平成２ ７年度 ）においても 、引き続きコピー用紙使用量の削減に向け各

部門、事業所ごとに節約に取り組んで参ります 。

（ 表 １ ） Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ に お け る コ ピ ー 用 紙 使 用 量 の 推 移

平成２ ３年度 平成２ ５年度 平成２ ６年度

使 用 量 （平成２ ３年度比 ） ( 108 .6％ ）

（ 箱 ） 1 , 525 1 ,655 1 ,657

○ 電気、ガソ リ ン 、都市ガス等の使用

温室効果ガスの排出を抑制してい く た めには 、電気 、 ガ ソ リ ン 、 灯油 、 Ａ重油 、

都市ガス等の使用を抑制してい くことが重要です。

平成 ２ ６年度における使用実績は 、ガソ リ ンが対前年度比約 １ １ ０ ％ 、電気は約

９ ５ ％ 、 都市ガスは ８ ８ ％ とな り ま した 。 また 、 主に施設の暖房用に使われる灯油

については 、仙台センターが入居している合同庁舎の施設工事の終了に伴い使

用実績は無 くな りま した 。一方 、農薬検査部 （小平庁舎 ）において設備 ・機器に係

る軽油の使用が新たに発生しました 。

また 、 ガソ リ ンの使用量が増えた要因と しては 、公共交通機関が少ない地域へ

の出張が増加 し 、 公用車を利用する機会が増えたこ と が原因 と考え られ ます 。

（表 ２ ）

（ 表 ２ ） Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ に お け る 光 熱 量 の 推 移

平成２ ５年度 平成２ ６年度

電気使用量※ （ ｋＷ ｈ ） 3,791,868 3,606,221

ガソ リン （ Ｌ ） 3,009 3,296

灯油 （ Ｌ ） 515 0

軽油 （ Ｌ ） 0 195

都市ガス※ （ Nm ） 182,334 160,5063

※合同庁舎に入居している一部事務所の使用量について 、人員 ・専有面積等による

分担比率に基づき算出しているものを含む 。

なお 、 これらを温室効果ガス排出係数で温室効果ガス排出実績に換算すると

平成 ２ ６年度においては 、対前年比で １ １ ． ３ ％減とな っています 。 これは 、温室ガ

ス排出係数の見直しはもとよ り削減の取組に一定の効果があったものと考えられ

ます 。 （表 ３ ）
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（ Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等 ）

（ 表 ３ ） Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ に お け る 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 推 移

平成２ ５年度 平成２ ６年度

電気使用量 （ ｋ ｇ－ＣＯ ２ ） 1,853,066 1,646,520

ガソ リン （ ｋ ｇ－ＣＯ ２ ） 6,982 7,646

灯油 （ ｋ ｇ－ＣＯ ２ ） 1,282 0

軽油 （ ｋ ｇ－ＣＯ ２ ） 0 503

都市ガス （ ｋ ｇ－ＣＯ ２ ） 406,603 357,929

温室効果ガ (対前年比） (109.8%) (88.7%)

ス排出量計 （ ｋ ｇ－ＣＯ ２ ） 2,267,933 2,012,598

小平庁舎では 、東京都条例に基づき屋上緑化の取組を通じて 、冷房効率の向

上、 ヒー トアイ ラン ド現象の緩和に努めています 。

小 平 庁 舎 屋 上 ① 小 平 庁 舎 屋 上 ②

神戸セン ターでは 、神戸市条例に基づき植栽の適切な整備 ・ 管理を通 じて 、

環境配慮の推進に努めています 。

神 戸 セ ン タ ー 正 門 ゲ ー ト 付 近 神 戸 セ ン タ ー ガ ス メ ー タ ー 周 り 神 戸 セ ン タ ー 西 側
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等 ）

廃棄物の適正処理

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ か ら排出される廃棄物は 、主に 「事業系一般廃棄物 」 と検査 ・分析で

排出される廃油や腐食性の廃酸 ・廃アルカ リなどの 「特別管理産業廃棄物 」の ２

つに分けられます 。

（ １ ） 事業系一般廃棄物は 、事業所ごとに分別後 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ あ るいは合同庁舎管

理官庁が委託した産業廃棄物処理許可業者が回収し 、処理場で処理されま

す 。

な お 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ では ５ カ所の事業所が合同庁舎に入居している こ とか ら 、 事

業系一般廃棄物の個別の排出量は算定できません 。

（ ２ ） 特別管理産業廃棄物については 、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭

和 ４ ５年法律第 １ ３ ７号 ）で規定される分類に沿って区分して回収し 、廃液処理

業者等に処理を委託しています 。

（ ３ ） 特別管理産業廃棄物のうち廃液に係る平成 ２ ６年度の Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ全体での排

出量は 、廃油 、腐食性の廃酸 ・廃 アルカ リが １ ６ ， ６ ３ ７ Ｌ と な り前年度 （ １ ２ ， ７ ９ １

Ｌ ） と比べて増加しました 。

なお 、廃液の区分及び管理については 、事業所ごとにマニュアルを作成して

職員に周知徹底し 、適正処理に努めています 。

（ ４ ） 廃液以外の特別管理産業廃棄物は 、廃棄物処理関係法令に基づき 、事業

所ご とに特別管理産業廃棄物管理責任者を設けて 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ 内で回収を行

い 、特別管理産業廃棄物収集 ・運搬業者や特別管理産業廃棄物処分業者な

どに処理を委託しています 。

なお 、当該廃棄物については 、産業廃棄物管理票 （マニフ ェス ト ） などによ り

適正に処理されていることをその都度確認しています 。
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（ Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等 ）

廃棄物の削減 、再使用 ・ リサイ クル率アップ等

（ １ ） 全 ての事業所で 、 ゴ ミ の分別回収の徹底 、 ペー

パー レ ス化の推進 、 使用済み用紙の再利用など

に よ る 一般廃棄物 の低減や グルー プ ウ ェ ア 及 び

電子メールの活用 、両面印刷の推進 、 コ ピー機や

プ リ ン ターにおける不要資料などの裏面活用 、 ス

ト ッ ク ト レ ー に よ る ミ ス コ ピー用紙の活用などに よ

り廃棄物の低減に取り組んでいます 。

ス ト ッ ク ト レ ー (分 別 と 裏 紙 利 用 ）

（ ２ ） 平成 １ ８ 年度からプ リ ンターの再生 トナーの利用を開始すると ともに 、特定家

庭用機器再商品化法 （平成 １ ０年法律第９ ７号 。家電 リサイクル法 。 ）に基づき 、

平成２ ６年度においては 、テレビ １台 、電気冷蔵庫２台を適正に処分しました 。

ゴ ミ の 分 別 状 況 （ 本 部 ３ 階 ゴ ミ 置 き 場 ）
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等）

（ ３ ） その他 、検査 ・分析で使用する薬品についても 、薬品ビンを廃棄処分とせず

に 、 リサイクルを図っています 。

空 き 瓶 の 保 管 及 び 回 収 用 段 ボ ー ル へ の 箱 詰 状 況 （ 本 部 ）
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等）

環境汚染物質の排出削減対策

Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ法に指定されている物質

肥料 、農薬 、飼料 、食品などの検査 ・分析に使用する化学物質について 、特定

化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 （平

成 １ １ 年法律第 ８ ６号 。以下 「 Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ法 」 と い う 。 ） に基づき 、使用量の把握を行 っ

ています 。平成 ２ ６年度においては 、同法の届出対象となる化学物質を １ ３ ４物質

使用 しま し たが 、 それぞれの届出対象となる化学物質の使用量については 、 い

ずれの事業所においても 、届出が必要となる数量以下でした 。

（ 表 ４ ） Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ で 使 用 し た 主 な Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 対 象 物 質 （ 平 成 ２ ６ 年 度 ）

（ 単位 ： ｋ ｇ ）

事業所名 物質名

ア セ ト ニ ト リ ノ ル マ ル -ヘ ジク ロロメタン ク ロ ロ ホ ル トルエン

ル キサン ム

札幌センター ６ ６ １ ６ － １ ０ １

仙台センター ７ ２ ３ ９ ６ ７ ２

本部 ２ ７ ６ １ ７ ９ １ ６ ２ ０ ３

農薬検査部 ４ １ ３ １ １ ３ ５ ３ － １ ０

横浜事務所 ２ １ １ ６ １ １ ６ １ ５

名古屋センター ９ ２ ３ ０ １ １ －

神戸センター ４ １ ３ １ ０ ５ ５ ２ １ ７ １ ０

福岡センター １ ２ ３ ４ ５ １ ３ ４ ７

※本部 ・農薬検査部 ・横浜事務所については別々に算出 。

（ 参考 ）

Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ法は 、人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について 、事

業者による自主的管理の改善を促進し 、環境の保全上の支障を未然に防止する

ことを目的としてお り 、管理の対象となる化学物質は５ ６ ２物質あり 、そのうち 、 ４ ６

２物質が排出量等の届出対象とされています 。
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（ Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等 ）

環境汚染物質低減対策及び有害ガス処理装置 （スクラバー ）の保有状況

試料を検査 ・分析する際 、硫酸 、硝酸 、過塩素酸

などによる酸分解のほか 、 Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ対象物質を含む

有機溶媒などに よ る溶媒抽出を行 っ て いますが 、

こ れ ら の作業にあた っ ては 、 酸 や有機溶媒などが

揮散し有害ガス化するため 、局所排気装置 （ ド ラ フ

ト チ ャ ン バー ） のある場所で行うこ とで環境への拡

散防止に努めています 。

ま た 、 ド ラ フ ト チ ャ ン バーで吸引 され た有害ガス

は 、有害ガス処理装置 （ス ク ラバー ）で中和または

吸着除去する こ と で環境汚染物質の排出削減に

努めています 。

な お 、 ス ク ラ バーは 、 有害ガスの種類に応 じ て 、

次の２種類を保有しています 。

（ １ ）排ガス洗浄装置 （湿式スクラバー ）

全事業所合計で３ ７台保有してお り 、

硫 酸 や 硝 酸 な ど の 酸性ガ ス の 中和に

用いています 。

こ れ ら の排ガス洗浄装置は 、 外観や

作動状況の点検 を定期的に実施す る

ほか 、排ガス洗浄装置内の洗浄水につ

いて 、 点検時 、必要に応じて ｐ Ｈ調整を

実施し記録しています 。

局所排気装置
（ドラフトチャンバー）

排ガス洗浄装置
（湿式スクラバー）
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（ Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等 ）

（ ２ ）活性炭式脱臭装置（乾式スクラバー ）

全事業所合計で５ ６台保有してお り 、

ア セ ト ニ ト リ ル な ど の 有 機 溶 媒 の 吸 着

除去に用いています 。

こ れ ら の 脱臭装置に つ い て も 、 外 観

や 作動状況の点検 を 定期的 に実施 し

ています 。

活性炭式脱臭装置
（乾式スクラバー）
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（ Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等 ）

その他

薬品の管理

肥料 、農薬 、 飼料 、食品などの検査 ・ 分析に様々な薬品を使用してお り 、 その

中には 、毒物及び劇物取締法 （昭和 ２ ５ 年法律第 ３ ０ ３ 号 ） で指定されている毒

物及び劇物や 、消防法 （昭和 ２ ３年法律第 １ ８ ６号 ）で指定されている危険物が含

まれています 。

これ らの薬品の安全な保管 、取扱い及び廃棄にあた っては 、全事業所共通の

マニュアルを作成し 、使用者への周知を徹底しています 。

このほか 、薬品管理システムを導入し 、薬品瓶 １本ごとにバーコー ドラベルを貼

付して識別 ・管理しています 。

薬 品 管 理 シ ス テ ム 薬 品 瓶 バ ー コ ー ド

薬 品 保 管 庫 薬 品 保 管 庫 内 部
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Ｐ Ｃ Ｂ （ポ リ塩化ビフ ェニル ）の適正管理

Ｐ Ｃ Ｂ は昭和 ４ ８ 年に制定された化学物質の審査及び製造等の規制に関す

る法律 （ 昭和 ４ ８ 年法律第 １ １ ７ 号 ） に お い て製造や新たな使用が禁止 され 、

ＰＣ Ｂ廃棄物は事業者において保管することが義務づけられました 。

また 、 平成 ２ ４年にポ リ塩化ビ フ ェ ニル廃棄物の適正な処理の推進に関する

特別措置法施行令 （平成 １ ３年政令第２ １ ５号 ）の一部が改正され 、 Ｐ Ｃ Ｂ廃棄物

の新たな処理期限は平成３ ９年３月３ １日と定められました 。

現在 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ においては 、蛍光灯などの安定器 ２ ０ ２個 、薬品 １ ， ８ ３ ４ ． ２ ９ ｇ

及び １ ３ ． ５ ｍ Ｌ 、 Ｐ Ｃ Ｂ を含む油 ９ ４ ． ２ Ｌ を専用保管庫などで適正に保管してい

ます 。

安 定 器 等

薬 品
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（ Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等 ）

放射性同位元素の適正管理

放射性同位元素は 、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法

律 （昭和 ３ ２年法律第 １ ６ ７ 号 ） に よ り 、 使用 、販売 、賃貸 、廃棄その他の取扱いが

定められ 、事業場における放射線障害を防止する と と もに 、 一般公共の安全確

保を図ることが義務付けられました 。

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ においては 、 ガス ク ロマ ト グ ラ フの検出器のＥ Ｃ Ｄ用線源 ４個及び表示

付認証機器のＥＣＤ用線源７個を適正に使用しています 。

作 業 場 入 り 口 ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ
Ｅ Ｃ Ｄ ・ ・ ・ ・ （ ｴﾚｸﾄﾛﾝ･ｷｬﾌﾟﾁｬ･ﾃﾞｨﾃｸﾀ（ 電 子 捕 獲 検 出 器 ） ）

特殊ガス警報装置について

検査 ・分析に使用する薬品及び可燃性ガスなどの取扱いには日頃から十分

注意していますが 、人身事故の防止、薬品による水質汚染及び可燃性ガスなど

の大気放出を未然に防 ぐため 、特殊ガス警報装置を施設内に設置 し 、 監視体

制の強化を図っています 。

警 報 装 置 設 置 状 況 （ 本 部 、 横 浜 事 務 所 及 び 全 地 域 セ ン タ ー に 設 置 ）

ア セ チ レ ン セ ン サ ー 水 素 セ ン サ ー
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（Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等 ）

一 酸 化 炭 素 セ ン サ ー 酸 素 欠 乏 セ ン サ ー

混 合 ガ ス セ ン サ ー 酸 素 濃 度 セ ン サ ー

有 機 溶 媒 セ ン サ ー

アセチレンセンサー 検査室内で規定の濃度を超えた際に警報を発すると

水素センサー ともに 、ガス遮断弁が閉じ 、ガスの供給が遮断されます 。

一酸化炭素センサー

酸素濃度センサー 検査室内で規定の濃度を超えた際に警報を発します 。

混合ガスセンサー

酸素欠乏センサー ： 検査室内で規定の濃度を下回った際に警報を発しま

す 。

有機溶媒センサー ： 検査室内で揮発した有機溶媒が規定の濃度を超えた

際に警報を発します 。
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（ Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等 ）

快適な職場環境づ く り

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃでは 、職場における職員の安全と健康を確保し 、快適な職場環境を

維持 ・増進するため 、次の活動を実施しています 。

・ 安全衛生委員会

職員の安全及び健康を確保するため 、労働安全衛生法 （昭和４ ７年法律

第５ ７号 ）に基づき設置し 、月 １回開催しています 。

・ 職場巡視点検

労働災害の未然防止を図るため 、 産業医 、衛生管理者 、安全管理責任

者などが定期的に職場巡視点検を行い 、指摘事項などがあった場合には 、

当該検査室責任者あて改善を求めています 。

・ 作業環境測定

職員の健康障害を未然に防止するため 、労働安全衛生法に基づき 、有

機溶剤及び特定化学物質を扱 う作業場に義務付け られている作業環境

測定（年２回 ）を実施しています 。

・ 職員の健康管理

労働安全衛生法及びＦＡ Ｍ Ｉ Ｃ の内部規程に基づき 、定期的に健康診断

を実施 し 、 早期に適切な措置を講 じ る ため産業医 と連携 し専門医への受

診勧奨を行っています 。

・ メ ン タルヘルスケア

契約診療所の医師と職員との面談によ り 、精神的な悩みや不安 、 これら

に関連した職場及び家族に関する相談などを行っています 。

ま た 、 共済組合の事業と して 、 フ リーダイヤルが設置され 、保健師 、助産

師 、看護師 、栄養士 、 カ ウ ンセ ラーなど専門スタ ッ フによる各種相談が行わ

れており 、 Ｆ ＡＭ Ｉ Ｃの職員が利用できることとなっています 。
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Ⅵ 環境報告書に対する監事意見書

Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃでは 、環境報告書の信頼性を高めるため 、 Ｆ Ａ Ｍ Ｉ Ｃ の監事による

監事監査を経て環境報告書を発行しています 。



環境報告ガイドライン（２０１２年版）による記載項目との対応表

ガ　イ　ド　ラ　イ　ン 環境報告書２０１５（平成２６年度版） 対応ページ

環境報告の基本的事項（第４章）

１．報告にあたっての基本的要件

 (1)対象組織の範囲・対象期間 環境報告書２０１５について（報告対象範囲、報告対象期間） 目次

 (2)対象範囲の捕捉率と対象範囲の差異 (該当項目なし) －

 (3)報告方針 環境報告書２０１５について（参考にしたガイドライン） 目次

 (4)公表媒体の方針等 環境報告書２０１５について（公表媒体） 目次

２．経営責任者の緒言 Ⅰ 環境報告書の発行に際して

　　はじめに １

３．環境報告の概要

 (1)環境配慮経営等の概要 Ⅱ 事業概要

　　ＦＡＭＩＣの役割、組織体制、業務の概要 ２～９

Ⅲ 環境配慮経営の概要

　　環境配慮の取組に関する目標・計画 １０～１３

 (2)ＫＰＩの時系列一覧 Ⅲ 環境配慮経営の概要

　　環境負荷・環境配慮に関連した指標の推移 １４，１５

 (3)個別の環境課題に関する対応総括 Ⅲ 環境配慮経営の概要

　　重要課題への対応総括 １６

４．マテリアルバランス Ⅲ 環境配慮経営の概要

　　環境負荷の全体像 １７

「環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況」を表す情報・指標（第５章）

１．環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等

 (1)環境配慮の方針 Ⅲ 環境配慮経営の概要

 (2)重要な課題、ビジョン及び事業戦略等 　　環境配慮の取組に関する目標・計画 １０～１３

２．組織体制及びガバナンスの状況

 (1)環境配慮経営の組織体制等 Ⅳ 環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況

 (2)環境リスクマネジメント体制 　　環境マネジメントの推進体制 １８～２０

 (3)環境に関する規制等の遵守状況 Ⅳ 環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況

　　バリューチエーンにおける環境配慮等の取組状況 １５

Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等

　　廃棄物の適正処理 ２７

　　廃棄物の削減、再使用・リサイクル率アップ等 ２８，２９

　　環境汚染物質の排出削減対策 ３０～３２

　その他（薬品の管理、PCBの適正管理、放射性同位元素の適正管理） ３３～３５

３．ステークホルダーへの対応の状況

 (1)ステークホルダーへの対応 Ⅳ 環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況

　　ステークホルダーへの対応 ２１

 (2)環境に関する社会貢献活動等 Ⅳ 環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況

　　環境に関する社会貢献活動等 ２２

４．バリューチェ－ンにおける環境配慮等の取組状況

 (1)バリューチェーンにおける環境配慮の取組方針、戦略等 Ⅳ 環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況

 (2)グリーン購入・調達 　　バリューチエーンにおける環境配慮等の取組状況 １５

 (3)環境負荷低減に資する製品・サービス等 (該当項目なし) －

 (4)環境関連の新技術・研究開発 (該当項目なし) －

 (5)環境に配慮した輸送 (該当項目なし) －

 (6)環境に配慮した資源・不動産開発／投資等 (該当項目なし) －

 (7)環境に配慮した廃棄物処理／リサイクル Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等

　　廃棄物の適正処理 ２７

　　廃棄物の削減、再使用・リサイクル率アップ等 ２８，２９

「事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況」を表す情報・指標（第６章）

１．資源・エネルギーの投入状況

 (1)総エネルギー投入量及びその低減対策 Ⅲ 環境配慮経営の概要

 (2)総物質投入量及びその低減対策 　　環境負荷の全体像 １７

Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等

　　省エネルギー、省資源対策 ２３～２６

　　廃棄物の削減、再使用・リサイクル率アップ等 ２８，２９

　　環境汚染物質の排出削減対策 ３０～３２

 (3)水資源投入量及びその低減対策 （該当項目なし） －

２．資源等の循環的利用の状況（事業エリア内） Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等

　　廃棄物の削減、再使用・リサイクル率アップ等 ２８，２９

３．生産物・環境負荷の産出・排出等の状況

 (1)総製品生産量又は総商品販売量等 （該当項目なし） －

 (2)温室効果ガスの排出量及びその低減対策 Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等

　　省エネルギー、省資源対策 ２３～２６

 (3)総排水量及びその低減対策 （該当項目なし） －

 (4)大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等

　　省エネルギー、省資源対策 ２３～２６

　　環境汚染物質の排出削減対策 ３０～３２

 (5)化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等

 (6)廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 　　廃棄物の削減、再使用・リサイクル率アップ等 ２８，２９

　　環境汚染物質の排出削減対策 ３０～３２

 (7)有害物質等の漏出量及びその防止対策 Ⅴ 事業活動に伴う環境配慮の取組の状況等

　　環境汚染物質の排出削減対策 ３０～３２

　　その他（薬品の管理、ＰＣＢの適正管理、放射性同位元素の適正
              管理、特殊ガス警報装置について）

３３～３６

４．生物多様性の保全と生物資源の持続的な利用の状況 （該当項目なし） －



「環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況」を表す情報・指標（第７章）

１．環境配慮経営の経済的側面に関する状況

 (1)事業者における経済的側面の状況 （該当項目なし） －

 (2)社会における経済的側面の状況 （該当項目なし） －

２．環境配慮経営の社会的側面に関する状況 （該当項目なし） －

その他の記載事項等（第８章）

１．後発事象等

 (1)後発事象 （該当項目なし） －

 (2)臨時的事象 （該当項目なし） －

２．環境情報の第三者審査等 （該当項目なし） －

環境報告ガイドライン（２０１２年版）で定義された記載項目に対する、環境報告書２０１５（平成２６年度版）の主な対応項目及びページを記載しています。
他の項目及びページも一部記載されている場合があります。



科学的手法による検査・分析により、農場から食卓までのフード
チェーンを通じた食の安全と消費者の信頼の確保に技術で貢献
することを使命とします。

独立行政法人 農林水産消費安全技術センター

http://www.famic.go.jp/
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